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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサに接続された少なくとも１つの表示装置を含むネットワーク内のモバイル装置を
起動する方法であって、
　前記表示装置に接続された前記センサによって前記モバイル装置を検出することと、
　前記検出されたモバイル装置を表す仮想装置を、前記表示装置上の前記仮想装置の位置
が前記センサのキャプチャ・フィールド内の前記モバイル装置の位置とリンクするように
、前記表示装置上に表示することと、
　前記モバイル装置の移動に従って前記表示装置上の結合領域に前記仮想装置が表示され
るときに、前記ネットワーク内の前記モバイル装置を起動することと、
を含むことを特徴とし、
　前記起動するとは、前記モバイル装置を前記ネットワークによって認識され、且つ前記
ネットワークにコマンドを入力することができる状態とすることである、前記方法。
【請求項２】
　前記センサは、少なくとも１つの画像キャプチャ装置を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　形状が前記モバイル装置と関連付けられており、前記モバイル装置を検出することは形
状による物体認識を含み、前記仮想装置による前記検出されたモバイル装置の表現が前記
形状に基づく、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記モバイル装置を検出することは、前記センサの前記キャプチャ・フィールド内の前
記モバイル装置の位置を測定することを含む、請求項１から３のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項５】
　前記モバイル装置を検出することは、前記センサの前記キャプチャ・フィールド内の前
記モバイル装置の向きを測定することを含む、請求項１から４のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項６】
　前記ネットワークは少なくとも１つの第２の装置をさらに含み、起動することは、前記
表示装置上または少なくとも１つの第２の装置上でのコマンドの入力をさらに含む、請求
項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　検出することが、無線通信フィールド内における予備検出によって開始される、請求項
１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　ネットワーク内のモバイル装置を起動するように構成された表示装置であって、前記表
示装置は前記モバイル装置を検出するように構成されたセンサに接続されており、前記表
示装置は、
　前記検出されたモバイル装置を認識するように構成された物体認識モジュールと、
　前記センサのキャプチャ・フィールド内の前記検出されたモバイル装置の位置を計算す
るモジュールと、
　前記検出されたモバイル装置を表す仮想装置を、前記表示装置上の前記仮想装置の位置
が、前記センサのキャプチャ・フィールド内の前記モバイル装置の前記位置とリンクする
ように前記表示装置上に合成するモジュールと、
　前記モバイル装置の移動に従って前記表示装置上の結合領域に前記仮想装置が表示され
るときに、前記ネットワーク内の前記モバイル装置を起動するモジュールと、
を含むことを特徴とし、
　前記起動するとは、前記モバイル装置を前記ネットワークによって認識され、且つ前記
ネットワークにコマンドを入力することができる状態とすることである、前記表示装置。
【請求項９】
　前記センサは、少なくとも１つの画像をキャプチャするように構成された少なくとも１
つのカメラを含む、請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　表示装置と、
　モバイル装置と、
　前記表示装置に接続されたセンサとを含む、ネットワーク内のモバイル装置を起動する
システムであって、
　検出されたモバイル装置を認識するように構成された物体認識モジュールと、
　前記センサのキャプチャ・フィールド内の前記検出されたモバイル装置の位置を計算す
るモジュールと、
　前記検出されたモバイル装置を表す仮想装置を、前記表示装置上の前記仮想装置の位置
が、前記センサのキャプチャ・フィールド内の前記モバイル装置の前記位置にリンクする
ように、前記表示装置上に再現するように構成された前記表示装置上に合成するモジュー
ルと、
　前記モバイル装置の移動に従って前記表示装置上の結合領域に前記仮想装置が表示され
るときに、前記ネットワーク内の前記モバイル装置を起動するモジュールと、
をさらに含むことを特徴とし、
　前記起動するとは、前記モバイル装置を前記ネットワークによって認識され、且つ前記
ネットワークにコマンドを入力することができる状態とすることである、前記システム。
【請求項１１】
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　ネットワーク内のモバイル装置を起動するように構成された表示装置であって、前記表
示装置は前記モバイル装置を検出するように構成されたセンサに接続され、前記表示装置
は、プロセッサを備え、
　前記検出されたモバイル装置を認識し、
　前記センサのキャプチャ・フィールド内の前記検出されたモバイル装置の位置を計算し
、
　前記検出されたモバイル装置を表す仮想装置を、前記表示装置上の前記仮想装置の位置
が前記センサのキャプチャ・フィールド内の前記モバイル装置の前記位置とリンクするよ
うに前記表示装置上に表示のために合成し、
　前記モバイル装置の移動に従って前記表示装置上の結合領域に前記仮想装置が表示され
るときに、前記ネットワーク内の前記モバイル装置を起動し、
　前記起動するとは、前記モバイル装置を前記ネットワークによって認識され、且つ前記
ネットワークにコマンドを入力することができる状態とすることである、表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークの技術分野に関する。より詳細には、本発明は、少なくと
も１つの表示装置を含むネットワーク内のモバイル装置を起動する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本欄は、以下に述べ、かつ／または特許請求の範囲に記載された本発明の様々な態様に
関係する可能性がある様々な技術的特徴を読者に紹介するための欄である。本欄の記述は
、本発明の様々な態様のより良い理解を促すための背景情報を、読者に与える助けとなる
ものと考えられる。従って、これらの記述は、これに照らして読まれるべきものであり、
従来技術の自認として解釈されるべきものではないことを理解されたい。
【０００３】
　ホーム・ネットワーク、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、またはより一般
的には、通信ネットワークは、ネットワークを介して互いに通信することができる複数の
装置を含む。非制限的な例として、ホーム・ネットワークの装置は、パーソナル・コンピ
ュータ、接続されたテレビジョン・セット、アクセス・モデム、ディジタル・デコーダ、
携帯電話（場合により「スマートフォン」タイプでもよい）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、
電子タブレット、ゲーム・コンソールまたは無線キーボードである。
【０００４】
　さらに、スマートフォンなどのモバイル装置が、ホーム・ネットワークにますます盛ん
に関与してきていることに留意されたい。従って、携帯電話は、テレビジョン・セットま
たはデコーダなどのネットワークの装置のための遠隔制御装置として機能し、かつオーデ
ィオ・コンテンツおよび／またはビデオ・コンテンツのソースまたは記憶装置として機能
することが分かる。ユーザは、携帯電話から、ホーム・ネットワークの特定の装置に対す
るアクションを開始することができる。例えば、携帯電話からビデオをネットワークのス
クリーン上にストリーミングする、電話および／またはネットワークの連絡先リストをス
クリーン上に表示する、映画を家庭でサーバ上にダウンロードするなどのアクションであ
る。
【０００５】
　このようにホーム・ネットワークに関与するためには、携帯電話は、ホーム・ネットワ
ークに論理的に結合しなければならない。すなわち、ネットワークに組み入れられ、アク
セス権を有し、存在しているものとして認識されなければならない。従って、ネットワー
クの他の装置による自分の携帯電話の認識状況に関する情報を持たないユーザにとっては
、いくつかの問題が生じる。最初にネットワークに接続するときに、携帯電話は、その携
帯電話がネットワークに組み入れられるために必要な権利を取得するために、識別されな
ければならない。接続は、一時的または１回限りの接続であってもよく、例えば１回の接
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続に限定されていてもよい。これは、家の中のゲスト・ユーザの電話に、そのゲスト・ユ
ーザがその家の中のスクリーンに表示したいビデオ・コンテンツが入っている場合などが
該当する。最後に、携帯電話がホーム・ネットワークに組み入れられた後、アクションを
開始することができるようになるには、ユーザには、単に、ネットワークから見た電話の
状態に関する情報が欠けている。すなわち、その電話が存在しているか、あるいはその電
話はホーム・ネットワーク上でアクションの準備中であるか、ということである。多くの
場合、ネットワーク上の様々なアプリケーションに、電話のメニューからアクセスできる
。電話の多数のアプリケーションでは、グラフィカル・インタフェースと、例えばタッチ
・スクリーンなどを介した、単純かつユーザから見て直感的な制御コマンドとが使用され
る。こうした理由から、例えば、携帯電話の多肢選択メニューなどよりも、ジェスチャで
指令されるアクションの方が、使い勝手（ユーザ・フレンドリ）の点から好ましい。
【０００６】
　さらに、コマンドの入力の待ち時間、すなわちユーザのアクションからその結果までの
時間が、しばしば重要になる。例えば、携帯電話がＷｉＦｉまたはＮＦＣタイプの無線技
術を用いてネットワークと通信する場合に、ユーザがコマンドを入力するために自分の携
帯電話をネットワークのスクリーンに近づけたとき、スクリーンによって携帯電話が検出
され、その後アクションがスクリーン上で見えるように実行されるまでの時間は、瞬間で
はなく、ユーザは戻り信号を待機したままの状態に置かれることが多く、装置は特に使い
勝手がよいとは言えない。この問題は、本質的に移動可能である無線装置に固有の問題で
ある。ユーザは、ネットワーク内における装置の状態がどのようなものであるか、例えば
装置が存在しているのかいないのかを常に把握しているわけではない。従って、指令から
アクションまでの間の時間に、モバイル装置を介してユーザが指令したアクションの進行
状況に関する情報が欠如していることは、特に問題が大きい。従って、ネットワーク技術
でしばしば生じる問題は、ユーザが自分が行っていることの結果を直ぐに知ることができ
ないことである。ユーザは、自分のアクションの結果を、場合によっては自分のアクショ
ンから数十秒後に目にする。すなわち、ユーザには、単に、自分のアクションの進行状況
に注意を喚起する中間信号が欠けている。
【０００７】
　従って、ユーザに対して自分のアクションの進行状況を通知するシグナリングを含む、
ネットワーク内のモバイル装置を起動するという課題に対する解決策があれば望ましい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の目的は、この状況を改善することであり、より詳細には、モバイル装
置によるアクションの導入を、直感的で、かつ使い勝手のよいものにすることである。本
発明の重要な考えは、ユーザがモバイル装置に対して行うジェスチャを反映する画像を表
示することによって、モバイル装置とネットワーク表示装置との間に単なる視覚的な通信
チャネルを設けることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的のために、本発明は、特に、センサに接続されている少なくとも１つの表示装
置を含むネットワーク内のモバイル装置を起動する方法を提案する。この方法は、
　表示装置に接続されたセンサによってモバイル装置を検出することと、
　検出されたモバイル装置を表す、仮想装置と呼ばれる装置を、表示スクリーン上の仮想
装置の位置がセンサのキャプチャ・フィールド内のモバイル装置の位置とリンクするよう
に、表示装置に表示することと、
　アクションがユーザによってモバイル装置に対して行われたときに、ネットワーク内の
モバイル装置を起動することと、を含むことを特徴とする。
【００１０】
　本発明による方法は、個別に、または組み合わせて採用することができる他の特徴を含
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むことができる。特に、
　センサは、少なくとも１つの画像をキャプチャするように構成された少なくとも１つの
カメラを含む。
　形状がモバイル装置と関連付けられており、モバイル装置を検出することは形状に基づ
く物体認識を含み、仮想装置による検出されたモバイル装置の表現は形状に基づく。
　モバイル装置を検出することは、表示装置に対するモバイル装置の相対位置を測定する
ことを含む。
　モバイル装置を検出することは、表示装置に対するモバイル装置の相対向きを測定する
ことを含む。
　起動のためのアクションは、仮想装置を表示装置上の結合領域に動かすように適応され
たモバイル装置の移動を含む。
　起動ステップのアクションは、モバイル装置上の領域の押圧である。
　起動のためのアクションは、ユーザによってモバイル装置に対して行われる動きを含む
。
　ネットワークは少なくとも１つの第２の装置をさらに含み、起動することは、表示装置
上または第２の装置上でのコマンドの入力をさらに含む。
　検出は、無線通信フィールド内における予備検出によって開始される。
【００１１】
　本発明は、上記項のいずれか１項による方法を実施する表示装置も提案する。
【００１２】
　このようなネットワーク表示装置は、例えば、家の壁面に固定された専用スクリーン、
接続されたテレビジョン・セット、または有線リンクでネットワークに接続されたサポー
ト装置上の電子タブレットの形態であってもよい。
【００１３】
　ネットワーク内のモバイル装置を起動するように構成された表示装置は、
　モバイル装置を検出するように構成されたセンサと、
　検出されたモバイル装置を認識するように構成された物体認識モジュールと、
　表示装置に対する検出されたモバイル装置の相対位置を計算するモジュールと、
　前記検出されたモバイル装置を表す、仮想装置と呼ばれる装置を、モバイル装置の相対
位置に従って表示装置上の仮想装置の相対位置を再現するように構成された表示装置上に
合成するモジュールと、
　アクションがユーザによってモバイル装置に対して行われたときに、ネットワーク内の
モバイル装置を起動するモジュールと、を含むことを特徴とする。
【００１４】
　本発明は、上記項のいずれか１項による方法を実施するシステムも提案する。ネットワ
ーク内のモバイル装置を起動するシステムは、
　表示装置と、
　モバイル装置と、
　表示装置に接続されたセンサと、
　検出されたモバイル装置を認識するように構成された物体認識モジュールと、
　表示装置に対する検出されたモバイル装置の相対位置を計算するモジュールと、
　検出されたモバイル装置を表す、仮想装置と呼ばれる装置を、モバイル装置の相対位置
に従って表示装置上の仮想装置の相対位置を再現するように構成された表示装置上に合成
するモジュールと、
　アクションがユーザによってモバイル装置に対して行われたときに、ネットワーク内の
モバイル装置を起動するモジュールと、を含むことを特徴とする。
【００１５】
　このようなシステムの物体認識、位置計算、アバター合成、またはモバイル装置の起動
のための様々なモジュールは、例えば、表示装置内に実装することもできるし、あるいは
通信ネットワーク（または「クラウド」）内に分散させることもできる。
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【００１６】
　モバイル装置は、例えば、携帯電話、携帯情報端末、無線キーボード、または電子タブ
レットの形態であってもよい。
【００１７】
　本発明のその他の特徴および利点は、以下の詳細な説明および添付の図面を検討するこ
とにより明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態による、モバイル装置と通信するネットワーク表示装置を備
えた通信ネットワークを示す機能概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による、表示装置上の仮想装置および結合領域を示す概略図
である。
【図３】本発明の一実施形態による、モバイル装置を起動する方法を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　添付の図面は、本発明を完成するだけでなく、必要に応じてその定義に寄与するように
使用することもできる。
【００２０】
　本発明の目的は、特に、ネットワークＲのスクリーンＡＲにリンクされた、例えばカメ
ラなどのセンサＣを使用することに基づいて、ネットワークＲ内のモバイル装置Ｄを起動
する方法を提案することである。起動により、装置は、ネットワークによって認識され（
場合により所定の権利を与えられ）、ネットワークにコマンドを入力することができると
考えられる。センサＣは、仮想装置またはアバターＡと呼ばれる携帯電話のグラフィック
表現をスクリーン上に合成するために、携帯電話を認識し、位置を特定し、向きを特定す
るステップを実施することを可能にする。これにより、ユーザが自分の携帯電話Ｄをスク
リーンの前で動かすと、まるでスクリーンが鏡であるかのように、スクリーン上のアバタ
ーＡが移動するのを見ることができる。こうして、ユーザは、自分の携帯電話が認識され
たという情報を受け取る。ユーザは、スクリーン上で見ることができる自分の携帯電話を
用いてアクションまたは特定の動きを実行することにより、アクションを開始する。変形
例によれば、スクリーンＡＲ上に表される所与の領域ＺＬ上でアバターＡを移動させるこ
とによって、ユーザは、自分の携帯電話のネットワークへの組み入れを実行する。すなわ
ち、ユーザはネットワークにコマンドを入力することができる。
【００２１】
　以下、非制限的な例として、通信ネットワークＲは、特にｘＤＳＬアクセス・ネットワ
ークによってインターネット・ネットワークに接続されたホーム・ネットワークであるも
のとする。通信ネットワークＲは、ケーブル・タイプまたはファイバ・タイプの有線ネッ
トワークであってもよいし、ＷＬＡＮ（場合によっては８０２．１１（すなわちＷｉＦｉ
）またはＷｉＭＡＸタイプの無線ローカル・エリア・ネットワーク）無線ローカル・ネッ
トワーク、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商標)タイプの超短距離無線ローカル・ネットワーク
、あるいはハイブリッド・ネットワークであってもよい。ホーム・ネットワークは、非制
限的な例として、パーソナル・コンピュータ、接続されたテレビジョン・セット、アクセ
ス・モデム、ディジタル・デコーダ、携帯電話（場合により「スマートフォン」タイプで
もよい）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、電子タブレット、無線キーボードまたはゲーム・コ
ンソールを含むことができる。ただし、本発明は、このタイプのホーム・ネットワークに
限定されるわけではない。実際には、本発明は、表示装置を含む、例えば車に搭載された
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈタイプの超短距離無線ローカル・ネットワークであって、運転者が自
分の携帯電話を組み入れたいと思う超短距離無線ローカル・ネットワークにも関する。
【００２２】
　さらに、以下では、非制限的な例として、モバイル装置Ｄはスマートフォンであるもの
とする。ただし、本発明は、このタイプの装置に限定されるわけではない。実際には、本
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発明は、コマンド入力手段、遠隔ユーザ・インタフェースを用いてモバイル装置およびネ
ットワーク・ディスプレイを介してアクションを導入することができる任意のタイプの無
線装置にも関する。従って、本発明は、例えば、「スマートフォン」タイプの携帯電話、
携帯情報端末（ＰＤＡ）、電子タブレット、無線キーボード、遠隔制御装置またはゲーム
・コンソールにも関することがある。以下、この装置を「スマートフォン」と呼ぶ。
【００２３】
　また、非制限的な例として、表示装置は、モデムまたはデコーダなど、ネットワークの
コアにおける通信装置に接続されたスクリーンであるものとする。表示装置および通信装
置は、有線（例えばＨＤＭＩ（登録商標）によるもの）または無線リンクによって直接接
続されるか、あるいはホーム・ネットワークを中継して接続される。完全にネットワーク
のベース装置の専用であり、かつ固定式（タブレットまたはスマートフォンが移動可能で
あるのに対して）であるので、この固定スクリーンは、ユーザに、本明細書の以下の部分
でその利点を明確に理解できる新たな特徴を提供する。以下、このスクリーンを、「ネッ
トワーク・ディスプレイ」ＡＲと呼ぶ。
【００２４】
　センサが、ネットワーク・ディスプレイに取り付けられる。以下では、非制限的な例と
して、このセンサは、例えばスクリーンの上部など、スクリーンに取り付けられた１つま
たは複数の（少なくとも２つの）カメラであるものとする。ただし、本発明は、このタイ
プのセンサに限定されるわけではない。実際には、本発明は、空間中の物体を検出するこ
と、すなわち、様々な変形例によれば、物体の形状（例えばキーまたはスクリーン用の領
域を有する平行六面体など）を検出して、ネットワーク・ディスプレイに対する物体の相
対距離を測定すること、またはネットワーク・ディスプレイに対する物体の相対向きを測
定することを可能にする、任意のタイプのある程度洗練されたセンサにも関する。センサ
は、非制限的な例として、第２の別のカメラ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社製のＫｉｎｅｃｔ（
登録商標）タイプの追加機器、または単純な距離検出器と関連付けられることによって、
奥行きマップを規定することができるカメラとすることもできる。このセンサは、平坦な
表面（スマートフォン）を認識し、そのスクリーンまでの距離を測定するように構成され
た超音波装置、またはモバイル装置に埋め込まれたタグにセンサから電磁波を送信する（
かつセンサがタグから電磁波を受信する）電磁式相対位置決め装置であってもよい。最後
に、このセンサは、スクリーンをその前に置かれた物体の一種の表面キャプチャ装置にす
るように画像をキャプチャする、それ自体がスクリーンを構成する特定のセルを含むこと
もできる。空間中のスマートフォンなどの物体を検出して、物体の認識に必要な情報を検
出し、かつその空間座標（最大６つの座標）を計算して、認識された形状からスマートフ
ォンを表現したものをスクリーン上に合成することを可能にする、当業者に既知の任意の
技術、特に、（特定の自動車駐車補助装置の場合など）赤外線スペクトル、電磁場または
超音波スペクトルの波の放出に基づく技術を考慮することができる。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態による、モバイル装置Ｄと通信するネットワーク表示装置
ＡＲを備えた通信ネットワークＲを示す概略図である。センサＣは、ネットワーク・ディ
スプレイＡＲと関連付けられている。ここで、「関連付けられる」とは、（非制限的な意
味で示すように）ネットワーク表示装置ＡＲの一体化した一部であるということと、装置
に直接接続され、従って通信ネットワークに接続されているということの両方の意味であ
るものと理解されたい。物体の認識などの特定のタスクは、ローカル・ネットワーク内、
またはインターネット（クラウド）内で有利に分散することができる。
【００２６】
　図２は、本発明の一実施形態による、表示装置ＡＲ上に提示される仮想装置Ａおよび結
合領域ＺＬを示す概略図である。自分のスマートフォンＤを持っているユーザは、スマー
トフォンＤを空間中で動かし、それにより、スクリーン上で鏡のようにアバターＡを見る
ことができる。変形例では、アバターＡならびに表示するコンテンツのスクリーン上の提
示または結合領域ＺＬのスクリーン上の提示は、２次元または３次元であり、特に、表示
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するこれらの要素の２Ｄ提示または３Ｄ提示を任意に組み合わせることが可能である。ユ
ーザは、アバターＡが結合領域に位置するようにスマートフォンを動かすことにより、ス
マートフォンのネットワークへの組み入れを開始する。従って、ユーザは、この組み入れ
の実現を視覚的にモニタリングすることができる。すなわち、最初に、スマートフォンが
スクリーン上に現れ、次いで、アバターを結合領域上に配置するユーザの単純なジェスチ
ャによってアクションのコマンドが実行される。ただし、本発明は、この実施形態に限定
されるわけではない。実際には、本発明は、ユーザが自分のスマートフォンに対して行う
ことができる任意のタイプのジェスチャにも関する。非制限的な例として、ジェスチャは
、スマートフォン上の専用キーを押すジェスチャであったり、例えば電話を切るジェスチ
ャ（スマートフォンを持っている手でフックをトレースする）、スマートフォンを揺さぶ
る、またはスマートフォンをネットワークのスクリーンに近づけるといった特定の動きで
あったりする。従って、結合領域は、表示装置上に表示されている場合も、ない場合もあ
る。
【００２７】
　本発明を実施するシステムは、ソフトウェア（またはコンピュータ）モジュールの形態
で、またはネットワークの様々な装置に分散した電子回路およびソフトウェア・モジュー
ルの組合せの形態で実現することができる。このシステムは、表示装置と、モバイル装置
と、表示装置に関連付けられた、あるいは、（ネットワーク内のＣＰＵ集中型物体認識な
どの特定の機能を分散する場合に）ネットワークの他の装置に含まれる機能構成要素とを
含む。
【００２８】
　機能構成要素は、以下の通りである。
・スマートフォン近接センサ。このセンサの様々な実施形態については、既に述べた。こ
のセンサは、デフォルトでは待機状態になっていて、スマートフォンの存在がＷｉＦｉ検
出されることによって、またはその他の任意の低消費電力存在検出器によって起動するこ
とができることに留意されたい。変形例によれば、センサは、待機状態にあるときには、
その前に置かれた移動する物体の奥行きマップの構築だけを行い、物体が例えば３メート
ル未満などしきい値未満の距離で検出されたときだけ、計算負荷の高い物体認識機能、再
構築機能およびモニタリング機能を作動させる。
・モバイル装置とデータベースから得られる物体とが整合した結果が得られる画像認識及
び処理モジュール。変形例によれば、この画像処理は、例えばキーを含むものなどスマー
トフォンの前面の画像のシグネチャ、または、異なるスマートフォン同士を区別するその
他の任意の視覚的特徴を使用する。有利なことに、ひとたび物体が認識され、スマートフ
ォンと関連付けられると、仮想装置またはアバターと呼ばれる、そのスマートフォンのグ
ラフィック表現をスクリーンに提示することができ、そのスマートフォンの向きの計算が
可能になる。
・スクリーンに対するスマートフォンの空間中の相対位置についての少なくとも３つの座
標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を計算するモジュールであり、完全なミラー効果を得るために、スクリ
ーンに対するスマートフォンの相対向きによってこの相対位置を補足するときには最大６
つの座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ，ρ，θ，φ）を計算するモジュール。
・２Ｄまたは３Ｄのレンダリング・エンジンを用いて、上記の６つの座標を用いてスクリ
ーン上にアバターを再生することが可能な、アバターをリアルタイムに合成するモジュー
ル。種々の変形例によれば、アバターは、元のモバイル装置をアイコンの形態で写実的ま
たは象徴的に再現する。有利なことに、スマートフォンの原画像、すなわちカメラから直
接得た画像は、スクリーン上にレンダリングされない。実際には、この画像は、特にスマ
ートフォンを持っている手に隠れていてもよい。
・以前にスクリーンに提示されたコンテンツと、アバターと、結合領域が見える場合には
結合領域とをリアルタイムにミキシングする、画像をミキシングするモジュール。
・結合領域上のアバターを検出し、スマートフォンをホーム・ネットワークに論理的に結
合するアクションを開始するモジュール。
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【００２９】
　一実施形態によれば、このシステムは、様々なタイプのスマートフォンを区別し、特に
スマートフォンのタイプ、より一般的にはモバイル装置のタイプを参照するデータベース
を用いて、それらを異なるようにスクリーン上に表現することができる。第１の変形例に
よれば、スマートフォンのタイプはスマートフォン・ブランドのモデルに対応し、アバタ
ーは、そのアバターがそのスマートフォンのように見えるようにアバターのデータベース
から有利に選択される。この変形例では、スマートフォンのタイプを知ることで、システ
ムには、例えばＤｉｒｅｃｔ　ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、カメラを備える装置であ
るなど（ただしこれらに限定されない）、そのスマートフォンの機能を知らされる。第２
の変形例によれば、スマートフォンのタイプは、スマートフォンのスクリーン上の壁紙と
して使用される画像、またはユーザを識別するコード（ＱＲコード（登録商標）など）と
して使用される画像に対応する。アバターは、そのアバターがそのスマートフォンを所有
するユーザに関連付けられるようにアバターのデータベースから有利に選択される。有利
なことに、ユーザ・プロフィルが、データベースにおいて装置およびユーザの識別子とさ
らに関連付けられる。従って、ネットワーク・スクリーンは、ユーザ・プロフィルに関連
付けられた個人的なユーザ環境（デスクトップなど）を表示する。第３の変形例によれば
、スマートフォンのタイプは、アルファベットの文字列またはパターンに対応し、それに
より、ユーザの名前またはその他の任意のスクリーン上に表示される情報もキャプチャす
ることができる。
【００３０】
　他の実施形態によれば、アバターの動きは、スマートフォンの（鏡像の）向きを有する
、スクリーン上のスマートフォンのミラー効果の完全な複製である。
【００３１】
　他の実施形態によれば、画像認識モジュールは、例えばモバイル装置が発したＷｉＦｉ
フィールドのセンサによる検出などの、無線近接検出などの他の技術によっても起動され
る。
【００３２】
　他の実施形態によれば、スクリーン上に表示される結合領域は、モバイル装置が、例え
ばサーバ（ＶＯＤセッションを開始するため）、ＤＬＮＡ対応コンテンツ・レンダリング
装置、またはスマートフォンのスクリーンのリモート・スクリーン・アプリケーションの
スクリーン自体に合わせて起動することができる、様々な特徴の表示によって決まる。変
形例では、視覚的チャネル通信によって起動される特徴に従って、複数の結合領域がネッ
トワーク・スクリーン上に表示される。さらに他の非制限的な例では、スマートフォンは
、ウェブ・ブラウザ・アプリケーションを表示しており、そのスマートフォンがネットワ
ーク・スクリーンに対して提示され、スマートフォン・ブラウザによって提示されるＵＲ
Ｌが（ＱＲコード、そのＵＲＬに関連付けられたパターン／ロゴ、ＵＲＬのアルファベッ
ト表現による）視覚的通信チャネルによって認識され、スマートフォンが使用したＵＲＬ
をネットワーク・スクリーン上に表示するようにブラウザ・アプリケーションがホーム・
ネットワークによって開始される。この実施形態では、有利なことに、ホーム・ネットワ
ーク上のスマートフォンに権利を委譲せずにリモート・スクリーン・アプリケーションが
許可される。
【００３３】
　また、上述のタイプのネットワーク表示装置ＡＲによって特に実施することができるモ
バイル装置を組み込む方法という観点から本発明を考察することができることに留意する
ことも重要である。本発明による方法を実施することによって提供される特徴は、上述の
装置Ｄによって提供される特徴と同一であるので、この方法によって提供される主な特徴
の組合せについてのみ、以下で説明する。
【００３４】
　図３は、本発明の一実施形態による、モバイル装置を組み込む方法を示す概略図である
。
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【００３５】
　第１のステップＥ１で、ユーザが、自分のスマートフォンを例えばビデオを表示してい
るスクリーンに近づけると、センサによってスマートフォンが検出されて認識され、次い
で、スクリーンは、アバターの形態のスマートフォンのグラフィック表現と、必要なら結
合領域とを表示する。
【００３６】
　第２のステップで、ユーザがスマートフォンを動かすと、スクリーン上のスマートフォ
ンに適用されたジェスチャに対応してアバターが動くのが見られる。
【００３７】
　ネットワーク内のスマートフォンを起動する、またはスマートフォンを介してネットワ
ーク上の機能を起動する第３のステップＥ３は、アバターが結合領域内に位置するように
スマートフォンを動かすなどのスマートフォンに対するユーザのアクションによって、ス
マートフォン上のキー（例えば起動専用のキー）を押すことによって、またはスマートフ
ォン上でのアクション（フック）によって、開始される。
【００３８】
　有利なことに、いったんコマンドが入力されると、アバターはスクリーンから消え、ユ
ーザは自分のスマートフォンを置くことができる。方法は、初期状態に戻る。
【００３９】
　本発明は、有利なことに、アクションが極めて直感的なものであり、かつ可能な限り速
やかに、すなわちほとんど同時に視覚的に再現されるので、ユーザが自分のアクションが
ネットワークによって認識されたという感覚を持つことができるようにする。この視覚的
なリンキングは、メニューを必要とせず、変形例によれば、キーも必要としない。つまり
、ユーザは、自分のスマートフォンを手で動かしてスクリーンの前に提示するだけでよい
。従って、本発明は、ユーザにとって明確に認識できる簡素さを備えている。
【００４０】
　また、ネットワークからモバイル装置を取り除くアクションは、本発明に有利に対応し
ていることにも留意されたい。従って、スマートフォンをネットワークから取り除く、ま
たは導入したアクションを停止するためには、ユーザは、種々の変形例によれば、スマー
トフォンをスクリーン上に再度出現させて、それを除去または解除領域に配置する、また
はスマートフォンをスクリーンから遠ざければよい。
【００４１】
　本発明は、単に非制限的な例として提供された上述のモバイル装置、ネットワーク表示
装置およびモバイル装置を組み込む方法の実施形態に制限されるわけではなく、以下の特
許請求の範囲の枠組み内で当業者が想定することができる全ての変形例を含む。
　ここでいくつかの付記を記載する。
（付記１）
　センサ（Ｃ）に接続されている少なくとも１つの表示装置（ＡＲ）を含むネットワーク
（Ｒ）内のモバイル装置（Ｄ）を起動する方法であって、
　前記表示装置に接続された前記センサによって前記モバイル装置を検出すること（Ｅ１
）と、
　前記検出されたモバイル装置を表す、仮想装置と呼ばれる装置を、表示スクリーン上の
前記仮想装置の位置が前記センサのキャプチャ・フィールド内の前記モバイル装置の位置
とリンクするように、前記表示装置上に表示すること（Ｅ２）と、
　アクションが前記ユーザによって前記モバイル装置に対して行われたときに、前記ネッ
トワーク内の前記モバイル装置を起動すること（Ｅ３）と、
を含むことを特徴とする、前記方法。
（付記２）
　前記センサ（Ｃ）は、少なくとも１つの画像キャプチャ装置を含む、付記１に記載の方
法。
（付記３）
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　形状が前記モバイル装置と関連付けられており、前記モバイル装置を検出すること（Ｅ
１）は形状による物体認識を含み、前記仮想装置による前記検出されたモバイル装置の表
現が前記形状に基づく、付記１または２に記載の方法。
（付記４）
　前記モバイル装置を検出すること（Ｅ１）は、前記表示装置に対する前記モバイル装置
の相対位置を測定することを含む、付記１から３のいずれか１項に記載の方法。
（付記５）
　前記モバイル装置を検出すること（Ｅ１）は、前記表示装置に対する前記モバイル装置
の相対向きを測定することを含む、付記１から４のいずれか１項に記載の方法。
（付記６）
　前記起動（Ｅ３）のための前記アクションは、前記仮想装置を前記表示装置上の結合領
域に動かすように適応された前記モバイル装置の移動を含む、付記１から５のいずれか１
項に記載の方法。
（付記７）
　前記起動のための前記アクションは、前記モバイル装置上の領域の押圧を含む、付記１
から５のいずれか１項に記載の方法。
（付記８）
　前記起動のための前記アクションは、前記ユーザによって前記モバイル装置に対して行
われる動きを含む、付記１から５のいずれか１項に記載の方法。
（付記９）
　前記ネットワークは少なくとも１つの第２の装置をさらに含み、起動することは、前記
表示装置上または少なくとも１つの第２の装置上でのコマンドの入力をさらに含む、付記
１から８のいずれか１項に記載の方法。
（付記１０）
　検出することが、無線通信フィールド内における予備検出によって開始される、付記１
から９のいずれか１項に記載の方法。
（付記１１）
　ネットワーク（Ｒ）内のモバイル装置（Ｄ）を起動するように構成された表示装置（Ａ
Ｒ）であって、
　前記モバイル装置を検出するように構成されたセンサ（Ｃ）と、
　前記検出されたモバイル装置を認識するように構成された物体認識モジュールと、
　前記表示装置に対する前記検出されたモバイル装置の相対位置を計算するモジュールと
、
　前記検出されたモバイル装置を表す、仮想装置と呼ばれる装置を、前記モバイル装置の
前記相対位置に従って前記表示装置上の前記仮想装置の相対位置を再現するように構成さ
れた前記表示装置上に合成するモジュールと、
　アクションが前記ユーザによって前記モバイル装置に対して行われたときに、前記ネッ
トワーク内の前記モバイル装置を起動するモジュールと、
を含むことを特徴とする、前記表示装置。
（付記１２）
　前記センサは、少なくとも１つの画像をキャプチャするように構成された少なくとも１
つのカメラを含む、付記１１に記載の表示装置。
（付記１３）
　前記表示装置上に結合領域を表示するモジュールをさらに含み、前記仮想装置が前記結
合領域上に位置決めされることによって前記起動モジュールが起動される、付記１１また
は１２に記載の表示装置。
（付記１４）
　表示装置（ＡＲ）と、
　モバイル装置（Ｄ）と、
　前記表示装置に接続されたセンサ（Ｃ）とを含む、ネットワーク内のモバイル装置を起
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動するシステムであって、
　前記検出されたモバイル装置を認識するように構成された物体認識モジュールと、
　前記表示装置に対する前記検出されたモバイル装置の相対位置を計算するモジュールと
、
　前記検出されたモバイル装置を表す、仮想装置と呼ばれる装置を、前記モバイル装置の
前記相対位置に従って前記表示装置上の前記仮想装置の相対位置を再現するように構成さ
れた前記表示装置上に合成するモジュールと、
　アクションが前記ユーザによって前記モバイル装置に対して行われたときに、前記ネッ
トワーク内の前記モバイル装置を起動するモジュールと、
をさらに含むことを特徴とする、前記システム。

【図１】 【図２】
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